
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（注）人件費には、特別職（市長、副市長、市議会議員等）に支給される給料、報酬などを含む。

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない
　　　２　職員数については令和６年４月１日の職員数である。

　 また、職員数には任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））及び会計年度任用職員を含んでいない。
   　 ３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

(３) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、
　　　　学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。
　　　２（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、
　　　　地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。
　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１+当該団体の地域手当支給率）/（１+国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）
　　　３ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　　　※ 令和６年４月１日のラスパイレス指数が、①３年連続で上昇している場合、②100を超えている場合について、その理由（給与制度又はその運用を踏まえ記載する
　　　　　こと）

6,392 6,129普通会計 672 2,587,967 606,990 1,100,255 4,295,212

６年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

区　　分
職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）　類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

高砂市の給与・定員管理等について

区　　分
住民基本台帳人口 歳 出 額 実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率 （参考）

（7年１月１日）

　　計　　Ｂ

　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　％

86,511 40,432,425 673,805 7,075,484 17.5 14.9

　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ ５年度の人件費率

６年度
人　 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円

給与費 B/A 一人当たり給与費
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（R4.4.1）
（R5.4.1）

（R6.4.1）
（R7.4.1）

（R4.4.1）
（R5.4.1）

（R6.4.1）
（R7.4.1）

(95.0) (94.9) (94.4) (96.5)
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(4)社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施状況について

①給料表の見直し
［　実施　　未実施］

（給料表の改定実施時期）　　平成２７年４月１日
（内容）　一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。激変緩和のため、経過措置（現給保障）を実施。
　　　　　他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

②地域手当の見直し
（支給割合）令和７年４月１日現在、国基準９％に対し、高砂市においては令和８年３月３１日までの間６％に制限して支給。

③その他の見直し内容
扶養手当、通勤手当、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（令和７年４月１日実施）

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

円 円

円 円

円 円

1 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している（令和４年から令和６年の３ヶ年平均）。

2 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全一致しているものではない。

3 年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された

期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

（注）

うち用務員 5,754,254 3,900,100 147.5%

うち清掃職員 6,144,155 4,457,900 137.8%

高砂市 － － 　　－

公務員（Ｃ） 民間（Ｄ） Ｃ／Ｄ

― ― ― ―

区　分

参考

年収ベース（試算値）の比較

― ―

類似団体 51.8歳 19 305,103 円 336,779 円 320,403 円

― ― ― ―

国 51.3歳 1,703 294,567 円 337,907 円 337,907 円

区　分

公　務　員 民　　間 参考

平均年齢
職員数 平均給料月額 平 均 給 与 月 額

用務員 43.7歳 280,200 円 126.3%

兵庫県 57.4歳 278 331,000 円 394,585 円 362,482 円

廃棄物処理業者 48.0歳 320,600 円 124.5%

うち用務員 56.5歳 19 325,089 円 353,945 円 350,165 円

41.1 321,887 407,772 375,348

兵庫県 42.8 331,700 428,542 384,983

― ― ― ―

うち清掃職員 57.9歳 11 325,409 円 399,230 円 353,856 円

高砂市 57.1歳 30 325,207 円 370,549 円 351,518 円

平均年齢
平均給与月額

Ａ／Ｂ
（人） （A) （B)

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国比較ベース）

国基準による支給割合 10%

高砂市の支給割合 5%

8%

令和６年度

【概要】国家公務員給与においては、行政職俸給表(一)において３級から７級までの初号近辺の号俸をカットし、これらの級の初号の俸給月額の引上げを行うとと
もに、８級から10級の隣接する級間での俸給月額の重なりの解消等を行っている。その他、各種手当について見直しを行っている。

令和７年度 令和８年度

9%

各年度の支給割合

6% 7%

平 均 給 与 月 額 対応する民間
の類似職種

国 41.9 332,237 414,480 414,480

類似団体 41.8 326,597 397,663 362,268

高砂市

（国比較ベース）

― ―
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（2) 職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）

円 円

円 円

円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円

円

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（令和７年４月１日現在）

人

人

人

人

人

人

人

人

　（注）１　高砂市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

  　  　２  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

１　　級 事務員・技術員
　　　　　％ 円　 円　

48 12.5 171,400 258,100

２　　級 事務吏員・技術吏員
　　　　　％ 円　 円　

44 11.4 213,500 308,500

３　　級 事務吏員・技術吏員
　　　　　％ 円　 円　

91 23.6 250,300 348,400

４　　級 主任
　　　　　％ 円　 円　

38 9.8 269,700 384,500

５　　級 係長
　　　　　％ 円　 円　

62 16.1 291,100 398,200

６　　級 課長・主幹・副課長
　　　　　％ 円　 円　

65 16.8 314,100 415,700

７　　級 室長・次長・局長
　　　　　％ 円　 円　

24 6.2 344,800 450,900

８　　級 部長・室長・局長
　　　　　％ 円　 円　

14 3.6 458,300 488,500

該当職員なし 該当職員なし

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １号級の給料月額 最高号給の給料月額

404,100

技能労務職
高　校　卒 該当職員なし 該当職員なし 該当職員なし 373,700

中　学　卒 該当職員なし 該当職員なし

一般行政職
大　学　卒 268,400 375,214 410,060 409,800

高　校　卒 該当職員なし 該当職員なし 該当職員なし

区　　　　分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年

高　校　卒 196,200 194,500 円 188,000

技能労務職 高　校　卒 175,800 185,700 円 -

区　　　　　分 高　砂　市 兵庫県 国

一般行政職 大　学　卒 226,700 225,600 円 220,000

１級 12.5% １級 13.6%
１級 17.6%

２級 11.4% ２級 11.8%
２級 11.1%

３級 23.6% ３級 22.1%
３級 22.4%

４級 9.8% ４級 11.0%

４級 15.9%

５級 16.1% ５級 16.7%

５級 15.3%

６級 16.8% ６級 15.6%

６級 12.0%
７級 6.2% ７級 6.2%

７級 4.0%
８級 3.6% ８級 3.1% ８級 1.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

R７ １年前の構成比 ５年前の構成比
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（2)国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和７年４月１日現在）

（3)昇給への人事評価の活用状況

  イ．人事評価を活用している

活用している昇給区分

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）

  ロ．人事評価を活用していない

活用予定時期

○ ○

○ ○

令和６年４月２日から令和７年４月１日 管理職員 一般職

○ ○

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

国10級

国９級

国８級

国７級

国６級

国５級

国４級

国３級

国２級

国１級

市１級

市２級

市４級

市５級

市６級

市７級

市８級

昇 給

高砂市 （R7）

国家公務員 （R7)

給

料

月

額

（百円） 令和７年４月１日時点
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４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　期末手当 勤勉手当 　　期末手当 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算　　　5％～20％

・管理職加算　10％～20％ ・管理職加算　10％～25％

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）　（高砂市）

  イ．人事評価を活用している

活用している成績率

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）

  ロ．人事評価を活用していない

活用予定時期

（2) 退職手当（令和７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

（国を上回る割合としている場合、その理由）

その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当

（令和７年４月１日現在）

千円

円

6 ％ 人 ％全市域 790 9

支給実績（令和６年度決算） 141,985

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 179,728

支給対象地域 支給率 支給対象職員 国の制度（支給率）

その他の加算措置

（定年前早期退職特例措置として2％から30％を加算） （定年前早期退職特例措置として2％から45％を加算）

2,328 千円 21,415 千円

47.709 39.7575 47.709

47.709 47.709 47.709 47.709

24.586875 19.6695 24.586875

33.27075 28.0395 33.27075

高　　　　　　　　　　　砂　　　　　　　　　　　市 国

　勧奨・定年 　応募認定・定年

19.6695

28.0395

39.7575

支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

○ ○ ○ ○

令和６年度中における運用 管理職員 一般職員

○ ○

職制上の段階、職務の級等による加算措置　 職制上の段階、職務の級等による加算措置　 職制上の段階、職務の級等による加算措置　　　

・役職加算　　5％～15％ ・役職加算　　　5％～20％

(1.400) (1.000) (1.400) (1.000) (1.40) (1.00)

（支給割合が、国の支給割合又は都道府
県の人事委員会が勧告した支給割合のい
ずれか大きい方の支給割合を上回ってい
る場合、その理由）

（国を上回る加算措置となっている場合、
その理由）

2.50 2.10 2.50 2.10 2.50 2.10

１人当たり平均支給額（令和６年度） １人当たり平均支給額（令和6年度）
―

1,414 千円 1,856 千円

高　　　砂　　　市 兵　　庫　　県 国

調整率　　　　　　　　　　　83.7/100 調整率　　　　　　　　　　　83.7/100

支給割合が国の制度に
よる支給割合を上回る場
合、その理由

―
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 (4) 特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

従事した日1日につき200円

従事した日1日につき100円

従事した日1日につき100円

1回につき1,500円

従事した日1日につき500円

従事した日1日につき200円

従事した日1日につき200円

滞納処分業務手当
市税、保険料、使用料等の滞納処分規
定に基づく住居内等の捜索に従事した
職員

市税、保険料、使用料等の滞納
処分規定に基づく住居内等の捜
索業務

－ 従事した日1日につき２00円

特殊自動車運転手当

生活環境部エコクリーンピアはりま、消
防本部又は消防署に所属する特殊用
途自動車の運転に常時従事する職員
が、公道において特殊用途自動車の
運行を行った場合に支給する。

公道における特殊用途自動車運
行業務

612 千円 従事した日1日につき100円

緊急呼出手当

正規の勤務時間外に緊急の呼出しに
より出勤を命じられ、災害対策、浸水対
策、道路補修等の緊急作業又は苦情
処理業務に従事した職員

正規の勤務時間外に緊急の呼び
出しにより出勤を命じられた災害
対策、浸水対策、道路補修等の
緊急作業又は苦情処理業務

4 千円 従事した日1回につき300円

消防出動手当
消防本部及び消防署に勤務する職員
で救急以外の災害のため出動し、災害
対策に従事した職員

救急以外の災害のため出動し、
災害対策業務に従事したとき

381 千円

1回につき250円
ただし業務に従事した時間
が2時間を越える場合にあっ
ては、250円を加算

下水道業務手当
緊急の必要により管渠清掃業務等の
汚物処理に直接従事した職員

管渠清掃業務 － 従事した日1日につき200円

従事した日1日につき800円
(半日400円)

救急出動手当
消防本部及び消防署に勤務する職員
で救急のため出動し、救急活動に従事
した職員

救急のため出動し、救急活動業
務に従事したとき

3,199 千円

1回につき200円
ただし救急救命士の資格を
有する者が、救急救命処置
を行った場合にあっては300
円を加算

動物遺骸取扱手当
犬猫、害獣等の遺骸の取扱業務に従
事した職員

3 千円

清掃業務手当
ごみ又はし尿の処理作業に従事した職
員

ごみ又は、し尿の処理業務 2,541 千円

感染症防疫手当 感染症の防疫に従事した職員 感染症の防疫業務 -

用地交渉等手当

土地の取得又は不法占拠地の立ち退
きに係る交渉又は事業の施行により生
ずる損失の補償に係る交渉の業務で、
交渉期間の長期化、交渉の難航等困
難であると認められるものに従事した
職員

23 千円

社会福祉業務手当
福祉部地域福祉室生活福祉課に所属
する職員で、訪問指導、相談及び保護
その他の措置等の業務に従事したもの

福祉部地域福祉室生活福祉課に
おいて、訪問指導、相談及び保
護その他の措置等の業務

350 千円

行旅死亡人取扱手当
行旅死亡人の移送、埋葬等の業務に
従事した職員

行旅死亡人の移送、埋葬等の業
務

-

酸欠場所等作業手当
労働安全衛生法施行令に掲げる酸素
欠乏危険場所において、点検、整備そ
の他の作業に従事した職員

－

児童学園保育士手当
児童学園に勤務する保育士で、利用者
の療育指導並びに保護者の指導及び
援助の業務に直接従事した職員

199 千円

建築主事手当
建築基準法の規定により任命された建
築主事で、建築主事としての業務に従
事した職員

72 千円 月額2,000円

交替勤務手当
24時間の交替制勤務職場において、
深夜に勤務を割り振られている職員

24時間の交替制勤務職場におい
て、深夜に勤務を割り振られてい
る業務

846 千円 月額１,000円

主任技術者手当
電気事業法の規定により選任された主
任技術者

－ 月額2,000円

ボイラー運転手当
労働安全衛生法の規定より選任された
ボイラー取扱作業主任者でボイラー運
転業務に従事した職員

－ 月額1,000円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 23.2

手当の種類（手当数）（令和７年４月１日） 20

主な手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（令和６年度決算） 左記職員に対する支給単価

支給実績（令和６年度決算） 9,240

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 60,000
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和６年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 247

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 143,762

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 225

年末年始勤務手当

12月31日及び1月1日から同月3日まで
の日に勤務を割り振られ、又は、勤務
を命じられ、所定の業務に従事した職
員

12月31日及び1月1日から同月3
日までの日に勤務を割り振られ、
又は、勤務を命じられ、所定の業
務に従事したとき

1,008 千円

従事した日1日につき5,000
円。
ただし、勤務した時間が4時
間以下の場合には2,500円

支 給 実 績 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 163,872

災害対策業務手当

異常な自然現象又は大規模な事故に
より重大な災害が発生し、又は発生す
るおそれがある箇所又はその周辺にお
いて、災害対策本部の指揮監督の下
で屋外において行う巡回監視、警備、
応急作業又は応急作業のための災害
状況の調査に従事した職員

7 千円

従事した日１日につき、700
円。
ただし、当該業務を日没時か
ら日出時までの間において
行った場合にあっては、350
円を加算
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（6) その他の手当（令和７年４月１日現在）

(1)配偶者 3,000円

(2)子 11,500円

(3)父母等 6,500円

(4)16歳の年度初めから

22歳の年度末までの子

管理職員
特別勤務手当

管理職員等が臨時又は緊急
の必要その他公務の運営の
必要により週休日等又は平日
の深夜に勤務した場合、勤務
１回につき支給

異なる

勤務時間ご
との区分及
び支給額を
細分化

99 千円 7,071 円
部長級　　　　5,000～15,000円

室長級　　　　4,000～12,000円　　

課長級
副課長級　　　3,000～9,000円

管理職手当

部長,　局長　　　  　107,000円

異なる

給料月額
に25/100を
超えない範
囲で職責に
応じた一定
率を乗じて
得た額

112,553 千円 735,641 円

参事（部長級）　　　  84,000円　　　　　　　

次長・参事（室長級） 79,000円　　　　　　　

課長、主幹　　　　　　69,000円　　　　

副課長　　　　 　　　　51,000円　　

35ｷﾛ以上40ｷﾛ未満　21,600円

40ｷﾛ以上45ｷﾛ未満　24,400円

45ｷﾛ以上50ｷﾛ未満　26,200円

50ｷﾛ以上55ｷﾛ未満　28,000円

55ｷﾛ以上60ｷﾛ未満　29,800円

60ｷﾛ以上　　　　　　　31,600円

5ｷﾛ以上10ｷﾛ未満　　4,200円

10ｷﾛ以上15ｷﾛ未満　 7,100円

15ｷﾛ以上20ｷﾛ未満　10,000円

20ｷﾛ以上25ｷﾛ未満　12,900円

25ｷﾛ以上30ｷﾛ未満　15,800円

30ｷﾛ以上35ｷﾛ未満　18,700円

通勤手当

(1)交通機関等利用者

同じ 42,342 千円 68,849 円

最高支給限度額　　　150,000円

(2)自動車等利用者

2ｷﾛ未満　　　　　　　　　　　0円

2ｷﾛ以上5ｷﾛ未満　　　2,000円

住居手当

借家居住者
（家賃に応じて支給）

同じ 29,036 千円 252,487 円

最高支給限度額　　　28,000円

扶養手当 同じ 67,945 千円 229,544 円※行政職８級に相当する者　3,500円

5,000円を加算

（令和６年度決算）

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（令和６年度決算）

手　当　名 内容及び支給単価 平均支給年額
支給職員１人当たり
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５　特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）

円 （ 円 ）

円 （ 円 ）

円 （ 円 ）

円 （ 円 ）

円 （ 円 ）

4.55 月分 6月期

4.55 月分 6月期

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

　退職手当の支給対象者は、市長・副市長等の常勤の特別職である

(注） 1 給料及び報酬の（ ）内は、減額措置を行う前の金額である。
2 退職手当の「１期の手当額」は、退職時の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     

勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 
3 市長・副市長の期末手当額の計算式 （給料月額+給料月額×0.15）×支給割合

議長・副議長・議員の期末手当額の計算式 報酬月額×支給割合

６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

95 93 △ 2 退職による減▲2

土木 72 67

配置の見直しによる増+1

育児休業取得職員の復帰による人員見直し▲1

総務 136 133 △ 3 配置の見直しによる減▲3

小　計 672 663 △ 9
＜参考＞
　人口１万当たり職員数　75.89人
　（類似団体の人口１万当たりの職員数　78.32人）

衛生 62 64 2 配置の見直しによる増+2

労働 1 1 0

教育部門 54 53 △ 1 配置の見直しによる増+3、幼稚園廃止による減▲4

消防部門

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 10 9 △ 1

税務 30 30 0

農林水産 11 9 △ 2 配置の見直しによる減▲2

商工 9 11 2 配置の見直しによる増+2

△ 5 配置の見直しによる▲5

小　　計 523 517 △ 6
＜参考＞
　人口１万当たり職員数　59.18人
　（類似団体の人口１万当たりの職員数　60.27人）

民生 192 193 1

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

主な増減理由
令和６年 令和７年

退
職
手
当

　　給料月額　×　在職月数　×　支給率

市 長 　　　1,012,000　×　　48月　×　0.40　　　　　　＝　　　19,430,400　　　　　　　　　任期ごと　　

副 市 長 　　  　832,000　×　　48月　×　0.24　　　　　　＝　　　　9,584,640　　　　　　　　　任期ごと

備　　　　考

　　（令和６年度支給割合）

副 議 長 2.225 月分 12月期 2.325 月分

議 員

522,000 522,000

期
末
手
当

市 長 　　（令和６年度支給割合）

副 市 長 2.225 月分 12月期 2.325 月分

議 長

832,000 832,000

報

酬

議 長 629,000 629,000

副 議 長 575,000 575,000

議 員

区 分 給 料 月 額 等

給

料

市 長 1,012,000 1,012,000

副 市 長
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　〈参考〉人口１万人当たり職員数　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

※ 上記の職員数には教育長を含まない。

（2)年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在）

32歳 52歳

～ ～

35歳 55歳

人 人

104 112

（注）　上記の職員数には教育長を含まない。

81 81 102 97 55 995

人 人 人 人

R７ 1 48 115 100 99

以上

職員数 人 人 人 人 人 人 人

区　分 計

未満 23歳 27歳 31歳 39歳 43歳 47歳 51歳 59歳

～ ～ ～ ～ ～

40歳 44歳 48歳 56歳 60歳20歳 20歳 24歳 28歳 36歳

～ ～ ～

合　　計
1,009 995 △ 14 113.90

[1,181] [1,181] [　0　]

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

下水道 29 30 1 配置の見直しによる増+1

その他 41 40 △ 1 定年前再任用短時間勤務職員配置による▲1

配置の見直しによる減▲6

水　　道 12 13 1 配置の見直しによる増+1

小　計 337 332 △ 5

病　　院 255 249 △ 6

0

2

4

6

8

10

12

14

2
0
歳
未
満

2
0
歳
～
2
3
歳

2
4
歳
～
2
7
歳

2
8
歳
～
3
1
歳

3
2
歳
～
3
5
歳

3
6
歳
～
3
9
歳

4
0
歳
～
4
3
歳

4
4
歳
～
4
7
歳

4
8
歳
～
5
1
歳

5
2
歳
～
5
5
歳

5
6
歳
～
5
9
歳

6
0
歳
以
上

構成比

５年前の構成比

%
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(3)職員数の推移

（単位　：　人・％）

（注） 1 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。
※上記の職員数には教育長を含まない。

(0.4%)

△ 17 (△4.9%)

総合計 991 982 982 1,001 1,009 995 4

663 21 (3.3%)

公営企業等会計計 349 338 337 338 337 332

普通会計計 642 644 645 663 672

(3.9%)

消　防 94 94 96 96 95 93 △ 1 (△1.1%)

20 (4.0%)

教　育 51 52 51 54 54 53 2

７年
過去5年間

の増減数（率）

一般行政 497 498 498 513 523 517

　　　　　　　　　年度
部　門　別

２年 ３年 ４年 ５年 ６年
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７　公営企業職員の状況

 (1) 　水道事業

①職員給与費の状況

ア　決算

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費　35,839千円を含まない。

（注）１　職員手当には退職手当は含まない。
　　　２　職員数については令和７年３月３１日の職員数である。

　 また、職員数には任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））及び会計年度任用職員を含んでいない。
   　 ３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

イ　特記事項

②　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況　（令和７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　期末手当 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

 月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当　（令和７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 １人当たり平均支給額　　　　

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額である。

21,415 千円- 千円 - 千円 2,328 千円

47.709 47.7090 47.709

その他の加算措置

（定年前早期退職特例措置として2％から30％を加算） （定年前早期退職特例措置として2％から30％を加算）

47.7090

33.27075 28.0395 33.27075

47.709 39.7575 47.709

高砂市（水道事業） 高砂市（一般行政職）

　勧奨・定年 　勧奨・定年

24.586875 19.6695 24.586875

職制上の段階、職務の級等による加算措置　 職制上の段階、職務の級等による加算措置　

・役職加算　　5％～15％ ・役職加算　　5％～15％

39.7575

28.0395

19.6695

2.50 2.10 2.50 2.10

(1.400) (1.000) (1.400) (1.000)

高砂市（水道事業） 高砂市（一般行政職）

１人当たり平均支給額（令和６年度） １人当たり平均支給額（令和６年度）

1,750 千円 1,414 千円

高砂市
（水道事業会計）

41.0 345,356 504,199

団体平均 45.8 345,838 524,813

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

千円 千円

13 51,051 3,121 19,713 73,885 5,683 6,316
６年度

人 千円 千円 　　　　　千円 千円

（参考）　類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A 一人当たり給与費

67,046 5.58 5.46

区　　分
職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

Ｂ／Ａ

６年度
　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　％

1,201,840 386,502

区　　分
総 費 用

純 損 益 又 は
実 質 収 支

職 員 給 与 費
総費用に占める
職 員 給 与 費 率

（参考）
　　５年度の総費用に占める
　　　職員給与費比率

　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ
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ウ　地域手当　（令和７年４月１日現在）

千円

   円

6 ％ 人 ％

エ　特殊勤務手当　（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

従事した日1日につき200円

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和６年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 359

支 給 実 績 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 2,133

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 164

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 3,233

災害対策業務手当

異常な自然現象又は大規模な事故に
より重大な災害が発生し、又は発生す
るおそれがある箇所又はその周辺にお
いて、災害対策本部の指揮監督の下
で屋外において行う巡回監視、警備、
応急作業又は応急作業のための災害
状況の調査に従事した職員

-

従事した日１日につき、700
円。
ただし、当該業務を日没時か
ら日出時までの間において
行った場合にあっては、350
円を加算

年末年始勤務手当

12月31日及び1月1日から同月3日まで
の日に勤務を割り振られ、又は、勤務
を命じられ、所定の業務に従事した職
員

12月31日及び1月1日から同月3
日までの日に勤務を割り振られ、
又は、勤務を命じられ、所定の業
務に従事したとき

-

従事した日1日につき5,000
円。ただし、勤務した時間が4
時間以下の場合には2,500
円

下水道業務手当
緊急の必要により管渠清掃業務等の
汚物処理に直接従事した職員

管渠清掃業務 1 千円 従事した日1日につき200円

緊急呼出手当

正規の勤務時間外に緊急の呼出しに
より出勤を命じられ、災害対策、浸水対
策、道路補修等の緊急作業又は苦情
処理業務に従事した職員

正規の勤務時間外に緊急の呼び
出しにより出勤を命じられた災害
対策、浸水対策、道路補修等の
緊急作業又は苦情処理業務

1 千円 従事した日1回につき300円

主任技術者手当
電気事業法の規定により選任された主
任技術者

24 千円 月額2,000円

酸欠場所等作業手当
労働安全衛生法施行令に掲げる酸素
欠乏危険場所において、点検、整備そ
の他の作業に従事した職員

－

手当の種類（手当数）（令和７年４月１日） 6

主な手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（令和６年度決算） 左記職員に対する支給単価

支給実績（令和６年度決算） 26

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 3,714

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 53.8

支給対象地域 支給率 支給対象職員 国の制度（支給率）

全市域 13 9

支給実績（令和６年度決算） 2,431

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 187,000
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カ　その他の手当（令和７年４月１日現在）

(1)配偶者 3,000円

(2)子 11,500円

(3)父母等 6,500円

(4)16歳の年度初めから

22歳の年度末までの子

35ｷﾛ以上40ｷﾛ未満　21,600円

40ｷﾛ以上45ｷﾛ未満　24,400円

通勤手当

(1)交通機関等利用者

最高支給限度額　　　150,000円

(2)自動車等利用者

45ｷﾛ以上50ｷﾛ未満　26,200円

50ｷﾛ以上55ｷﾛ未満　28,000円

60ｷﾛ以上　　　　　　　31,600円

2ｷﾛ未満　　　　　　　　　　　0円

2ｷﾛ以上5ｷﾛ未満　　　2,000円

30ｷﾛ以上35ｷﾛ未満　18,700円

同じ - 897 千円 89,700 円

55ｷﾛ以上60ｷﾛ未満　29,800円

管理職員
特別勤務手当

管理職員等が臨時又は緊急
の必要その他公務の運営の
必要により週休日等又は平日
の深夜に勤務した場合、勤務
１回につき支給

同じ - - -
部長級　　　　5,000～15,000円

室長級　　　　4,000～12,000円　　

課長級
副課長級　　　3,000～9,000円

住居手当

借家居住者
（家賃に応じて支給）

同じ - - -

最高支給限度額　　　28,000円

扶養手当 　　同じ - 1,418千円 283,600 円※行政職8級に相当する者　3,500円

5,000円を加算

-
室長 79,000 円

課長、主幹 69,000 円

副課長 51,000 円

管理職手当

部長 107,000 円

同じ - -

5ｷﾛ以上10ｷﾛ未満　　4,200円

10ｷﾛ以上15ｷﾛ未満　 7,100円

15ｷﾛ以上20ｷﾛ未満　10,000円

20ｷﾛ以上25ｷﾛ未満　12,900円

25ｷﾛ以上30ｷﾛ未満　15,800円

一般行政職
の制度との

異動

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給職員１人当たり
手　当　名

支給実績
（令和６年度決算）

内容及び支給単価 平均支給年額
（令和６年度決算）
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 (2) 　工業用水道事業

①職員給与費の状況

ア　決算

（注）１　職員手当には退職手当は含まない。
　　　２　職員数については令和７年３月３１日の職員数である。

　 また、職員数には任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））及び会計年度任用職員を含んでいない。
   　 ３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

イ　特記事項

②　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況　（令和７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　期末手当 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

 月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当　（令和７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 １人当たり平均支給額　　　　

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額である。

21,415 千円- 千円 - 千円 2,328 千円

47.709 47.709 47.709 47.709

その他の加算措置

（定年前早期退職特例措置として2％から30％を加算） （定年前早期退職特例措置として2％から30％を加算）

33.27075 28.0395 33.27075

47.709 39.7575 47.709

高砂市（工業用水道事業） 高砂市（一般行政職）

　勧奨・定年 　勧奨・定年

24.586875 19.6695 24.586875

職制上の段階、職務の級等による加算措置　 職制上の段階、職務の級等による加算措置　

・役職加算　　5％～15％ ・役職加算　　5％～15％

39.7575

28.0395

19.6695

2.50 2.10 2.50 2.10

(1.400) (1.000) (1.400) (1.000)

高砂市（工業用水道事業） 高砂市（一般行政職）

１人当たり平均支給額（令和６年度） １人当たり平均支給額（令和６年度）

2,125 千円 1,414 千円

高砂市
（工業用水道
事業会計）

48.5 430,883 688,384

団体平均 46.2 358,291 546,700

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

千円

Ｂ／Ａ

41.99 43.64
６年度

　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％

千円

9 46,734 6,057 18,848 71,639 7,960 6,537
６年度

人 千円 千円 　　　　　千円 千円

（参考）　類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A 一人当たり給与費
区　　分

職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

　　　　　　　　　　　％

221,968 0 93,201

区　　分
総 費 用

純 損 益 又 は
実 質 収 支

職 員 給 与 費
総費用に占める
職 員 給 与 費 率

（参考）５年度の総費用に占める
　　　職員給与費比率

　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ
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ウ　地域手当　（令和７年４月１日現在）

千円

   円

6 ％ 人 ％

エ　特殊勤務手当　（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

従事した日1日につき200円

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和６年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 292

支 給 実 績 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 456

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 152

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 876

災害対策業務手当

異常な自然現象又は大規模な事故に
より重大な災害が発生し、又は発生す
るおそれがある箇所又はその周辺にお
いて、災害対策本部の指揮監督の下
で屋外において行う巡回監視、警備、
応急作業又は応急作業のための災害
状況の調査に従事した職員

－

従事した日１日につき、700
円。
ただし、当該業務を日没時か
ら日出時までの間において
行った場合にあっては、350
円を加算

年末年始手当

12月31日及び1月1日から同月3日まで
の日に勤務を割り振られ、又は、勤務
を命じられ、所定の業務に従事した職
員

12月31日及び1月1日から同月3
日までの日に勤務を割り振られ、
又は、勤務を命じられ、所定の業
務に従事したとき

-

従事した日1日につき5,000
円。ただし、勤務した時間が4
時間以下の場合には2,500
円

下水道業務手当
緊急の必要により管渠清掃業務等の
汚物処理に直接従事した職員

管渠清掃業務 － 従事した日1日につき200円

緊急呼出手当

正規の勤務時間外に緊急の呼出しに
より出勤を命じられ、災害対策、浸水対
策、道路補修等の緊急作業又は苦情
処理業務に従事した職員

正規の勤務時間外に緊急の呼び
出しにより出勤を命じられた災害
対策、浸水対策、道路補修等の
緊急作業又は苦情処理業務

1 千円 従事した日1回につき300円

主任技術者手当
電気事業法の規定により選任された主
任技術者

－ 月額2,000円

酸欠場所等作業手当
労働安全衛生法施行令に掲げる酸素
欠乏危険場所において、点検、整備そ
の他の作業に従事した職員

－

手当の種類（手当数）（令和７年４月１日） 6

主な手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（令和６年度決算） 左記職員に対する支給単価

支給実績（令和６年度決算） 1

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 500

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 22.2

支給対象地域 支給率 支給対象職員 国の制度（支給率）

全市域 11 9

支給実績（令和６年度決算） 2,432

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 221,091
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カ　その他の手当（令和７年４月１日現在）

(1)配偶者 3,000円

(2)子 11,500円

(3)父母等 6,500円

(4)16歳の年度初めから

22歳の年度末までの子

35ｷﾛ以上40ｷﾛ未満　21,600円

40ｷﾛ以上45ｷﾛ未満　24,400円

通勤手当

(1)交通機関等利用者

最高支給限度額　　　150,000円

(2)自動車等利用者

45ｷﾛ以上50ｷﾛ未満　26,200円

50ｷﾛ以上55ｷﾛ未満　28,000円

60ｷﾛ以上　　　　　　　31,600円

-
部長級　　　　5,000～15,000円

室長級　　　　4,000～12,000円　　

課長級
副課長級　　　3,000～9,000円

617,143 円
室長 79,000 円

課長、主幹 69,000 円

副課長 51,000 円

管理職手当

部長 107,000 円

同じ - 4,320千円

管理職員
特別勤務手当

管理職員等が臨時又は緊急
の必要その他公務の運営の
必要により週休日等又は平日
の深夜に勤務した場合、勤務
１回につき支給

同じ - -

5ｷﾛ以上10ｷﾛ未満　　4,200円

10ｷﾛ以上15ｷﾛ未満　 7,100円

15ｷﾛ以上20ｷﾛ未満　10,000円

20ｷﾛ以上25ｷﾛ未満　12,900円

25ｷﾛ以上30ｷﾛ未満　15,800円

30ｷﾛ以上35ｷﾛ未満　18,700円

内容及び支給単価 平均支給年額
（令和６年度決算）

住居手当

借家居住者
（家賃に応じて支給）

同じ - 672千円 224,000 円

最高支給限度額　　　27,000円

扶養手当 　　同じ - 1,791千円 255,857 円※行政職８級に相当する者　3,500円

5,000円を加算

同じ - 539千円 53,900 円

55ｷﾛ以上60ｷﾛ未満　29,800円

2ｷﾛ未満　　　　　　　　　　　0円

2ｷﾛ以上5ｷﾛ未満　　　2,000円

一般行政職
の制度との

異動

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給職員１人当たり
手　当　名

支給実績
（令和６年度決算）
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 (3) 　下水道事業

①職員給与費の状況

ア　決算

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費　15,639千円を含まない。

（注）１　職員手当には退職手当は含まない。
　　　２　職員数については令和７年３月３１日の職員数である。

　 また、職員数には任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））及び会計年度任用職員を含んでいない。
   　 ３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

イ　特記事項

②　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況　（令和７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　期末手当 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

 月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当　（令和７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 １人当たり平均支給額　　　　

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額である。

21,415 千円5,979 千円 20,161 千円 2,328 千円

47.709 47.709 47.709 47.709

その他の加算措置

（定年前早期退職特例措置として2％から30％を加算） （定年前早期退職特例措置として2％から30％を加算）

33.27075 28.0395 33.27075

47.709 39.7575 47.709

高砂市（下水道事業） 高砂市（一般行政職）

　勧奨・定年 　勧奨・定年

24.586875 19.6695 24.586875

職制上の段階、職務の級等による加算措置　 職制上の段階、職務の級等による加算措置　

・役職加算　　5％～15％ ・役職加算　　5％～15％

39.7575

28.0395

19.6695

2.50 2.10 2.50 2.10

(1.400) (1.000) (1.400) (1.000)

高砂市（下水道事業） 高砂市（一般行政職）

１人当たり平均支給額（令和６年度） １人当たり平均支給額（令和６年度）

1,612 千円 1,414 千円

高砂市
（下水道事業会計）

48.6 367,519 549,827

団体平均 44.6 342,377 516,175

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

千円 千円

31 131,130 12,210 49,036 192,376 6,206 6,187
６年度

人 千円 千円 　　　　　千円 千円

（参考）　類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A 一人当たり給与費

5.75 5.60

区　　分
職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

６年度
　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　％

3,760,724 577,416 216,314

区　　分
総 費 用

純 損 益 又 は
実 質 収 支

職 員 給 与 費
総費用に占める
職 員 給 与 費 率

（参考）
　　　５年度の総費用に占める
　　　職員給与費比率

　　　　　　Ａ 　　　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ
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ウ　地域手当　（令和７年４月１日現在）

千円

　 円

6 ％ 人 ％

エ　特殊勤務手当　（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

従事した日1日につき200円

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和６年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 230

支 給 実 績 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 5,148

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 198

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 5,747

災害対策業務手当

異常な自然現象又は大規模な事故に
より重大な災害が発生し、又は発生す
るおそれがある箇所又はその周辺にお
いて、災害対策本部の指揮監督の下
で屋外において行う巡回監視、警備、
応急作業又は応急作業のための災害
状況の調査に従事した職員

－

従事した日１日につき、700
円。
ただし、当該業務を日没時か
ら日出時までの間において
行った場合にあっては、350
円を加算

年末年始勤務手当

12月31日及び1月1日から同月3日まで
の日に勤務を割り振られ、又は、勤務
を命じられ、所定の業務に従事した職
員

12月31日及び1月1日から同月3
日までの日に勤務を割り振られ、
又は、勤務を命じられ、所定の業
務に従事したとき

－

従事した日1日につき5,000
円。ただし、勤務した時間が4
時間以下の場合には2,500
円

下水道業務手当
緊急の必要により管渠清掃業務等の
汚物処理に直接従事した職員

管渠清掃業務 1 千円 従事した日1日につき200円

緊急呼出手当

正規の勤務時間外に緊急の呼出しに
より出勤を命じられ、災害対策、浸水対
策、道路補修等の緊急作業又は苦情
処理業務に従事した職員

正規の勤務時間外に緊急の呼び
出しにより出勤を命じられた災害
対策、浸水対策、道路補修等の
緊急作業又は苦情処理業務

1 千円 従事した日1回につき300円

主任技術者手当
電気事業法の規定により選任された主
任技術者

－ 月額2,000円

酸欠場所等作業手当
労働安全衛生法施行令に掲げる酸素
欠乏危険場所において、点検、整備そ
の他の作業に従事した職員

－

手当の種類（手当数）（令和７年４月１日） 6

主な手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（令和６年度決算） 左記職員に対する支給単価

支給実績（令和６年度決算） 2

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 200

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 32.3

支給対象地域 支給率 支給対象職員 国の制度（支給率）

全市域 33 9

支給実績（令和６年度決算） 6,464

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 195,879
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カ　その他の手当（令和７年４月１日現在）

(1)配偶者 3,000円

(2)子 11,500円

(3)父母等 6,500円

(4)16歳の年度初めから

22歳の年度末までの子

71,643 円

最高支給限度額　　　150,000円

(2)自動車等利用者

55ｷﾛ以上60ｷﾛ未満　29,800円

60ｷﾛ以上　　　　　　　31,600円

※行政職８級に相当する者　3,500円

5,000円を加算

通勤手当

(1)交通機関等利用者

同じ - 2,006 千円

管理職員特別勤務
手当

管理職員等が臨時又は緊急
の必要その他公務の運営の
必要により週休日等又は平日
の深夜に勤務した場合、勤務
１回につき支給

同じ - -

5ｷﾛ以上10ｷﾛ未満　　4,200円

10ｷﾛ以上15ｷﾛ未満　 7,100円

15ｷﾛ以上20ｷﾛ未満　10,000円

20ｷﾛ以上25ｷﾛ未満　12,900円

25ｷﾛ以上30ｷﾛ未満　15,800円

30ｷﾛ以上35ｷﾛ未満　18,700円

2ｷﾛ未満　　　　　　　　　　　0円

2ｷﾛ以上5ｷﾛ未満　　　2,000円

住居手当

借家居住者
（家賃に応じて支給）

同じ - 336 千円 336,000 円

最高支給限度額　　　28,000円

扶養手当 　　同じ - 2,945 千円 210,357 円

-
部長級　　　　5,000～15,000円

室長級　　　　4,000～12,000円　　

課長級
副課長級　　　3,000～9,000円

656,857 円
室長 79,000 円

課長、主幹 69,000 円

副課長 51,000 円

管理職手当

部長 107,000 円

同じ -

35ｷﾛ以上40ｷﾛ未満　21,600円

4,598 千円

40ｷﾛ以上45ｷﾛ未満　24,400円

45ｷﾛ以上50ｷﾛ未満　26,200円

50ｷﾛ以上55ｷﾛ未満　28,000円

一般行政職
の制度との

異動

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給職員１人当たり
手　当　名

支給実績
（令和６年度決算）

内容及び支給単価 平均支給年額
（令和６年度決算）
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 (4) 　病院事業

①職員給与費の状況

ア　決算

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費　　　　　千円を含まない。

（注）１　職員手当には退職手当は含まない。
　　　２　職員数については令和７年３月３１日の職員数である。

　 また、職員数には任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））及び会計年度任用職員を含んでいない。
   　 ３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

イ　特記事項

②　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況　（令和７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む

③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）

（医師以外）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　期末手当 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

 月分  月分  月分  月分

（医師）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

・役職加算（医師以外）　　5％～15％ ・役職加算　　5％～15％

・役職加算（医師）　　　　5％～15％

3.00 1.60

職制上の段階、職務の級等による加算措置　 職制上の段階、職務の級等による加算措置　

2.50 2.10 2.50 2.10

(1.400) (1.000) (1.400) (1.000)

高砂市（病院事業） 高砂市（一般行政職）

１人当たり平均支給額（令和６年度） １人当たり平均支給額（令和６年度）

2,064 千円 1,414 千円

高砂市
（事務職）

44.9 371,957 565,649

団体平均 47.1 335,568 526,889

高砂市
（看護師）

45.1 344,811 533,579

団体平均 42.0 315,921 517,999

高砂市
（医師）

53.6 616,196 1,894,079

団体平均 43.8 576,481 1,429,309

　　　　　　Ａ

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

千円

６年度
　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　％

5,032,383 △ 221,978

千円

250 1,006,720 459,124 430,379 1,896,223 7,585 7,465
６年度

人 千円 千円 　　　　　千円 千円

（参考）　類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A 一人当たり給与費

54.7 58.0

区　　分
職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

2,752,423

区　　分
総 費 用

純 損 益 又 は
実 質 収 支

職 員 給 与 費
総費用に占める
職 員 給 与 費 率

　　　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ

（参考）
　　　５年度の総費用に占める
　　　職員給与費比率
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イ　退職手当　（令和７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 １人当たり平均支給額　　　　

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当　（令和７年４月１日現在）

千円

   円

医師 9 ％ 人 ％

看護師 5 ％ 人 ％

6 ％ 人 ％

エ　特殊勤務手当　（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

放射線業務手当

看護師、准看護師及び医療技術者で、
放射線業務に従事した職員（検査及び
放射線従事手当の支給を受ける職員
を除く。）

142 千円 従事した日1日につき250円

夜間看護業務手当
病棟に所属する助産師、看護師及び
准看護師で、夜間に看護業務に従事し
た職員

26,228 千円
準夜勤　１回　3,100円
深夜勤　１回　3,550円
夜勤　　 １回　7,300円

検査及び放射線従事手当

看護師、准看護師及び医療技術者で、
中央検査科若しくは中央放射線室に所
属する職員又は常態として放射線業務
に従事する職員

2,343 千円 月額　5,000円

医師診療手当
医療職給料表（１）の適用を受ける者
（臨床研修医を除く。以下「適用医師」
という。）

102,800 千円

　月額
支給する月の前々月分の病
院事業財務表による入院収
益及び外来収益の合計額に
100分の5を乗じて得た額の
範囲内

遺体処置手当
遺体処置作業に従事した助産師、看護
師及び准看護師

328 千円 １回　1,000円

ボイラー運転手当
労働安全衛生法の規定より選任された
ボイラー取扱作業主任者でボイラー運
転業務に従事した職員

12 千円 月額1,000円

医師手当 医師 50,379 千円

月額　　　　院長　240,000円
　　　　副院長等　220,000円
　　　　医務局長　210,000円

　　　　　　部長　200,000円
　　　　　　医長　195,000円

　　　　　副医長　190,000円
　　　　　　医師　185,000円

医師免許取得後５年未満の
者

　　　　　　　　　120,000円

主な手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（令和６年度決算） 左記職員に対する支給単価

主任技術者手当
電気事業法の規定により選任された主
任技術者

24 千円 月額2,000円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 1,064,074

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 89.5

手当の種類（手当数）（令和７年４月１日） 20

20 9

64 9

支給実績（令和６年度決算） 245,801

千円

支給実績（令和６年度決算） 70,622

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 279,138

支給対象地域 支給率 支給対象職員 国の制度（支給率）

全市域

923事務職

その他の加算措置

（定年前早期退職特例措置として2％から30％を加算） （定年前早期退職特例措置として2％から30％を加算）

2,633 千円 21,596 千円 2,328 千円 21,415

47.709 39.7575 47.709

47.709 47.709 47.709 47.709

24.586875 19.6695 24.586875

33.27075 28.0395 33.27075

高砂市（病院事業） 高砂市（一般行政職）

　勧奨・定年 　勧奨・定年

39.7575

28.0395

19.6695
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緊急呼出手当（３）

正規の勤務時間外において緊急の呼
出しにより出勤を命じられ、災害対策
等の緊急作業又は苦情処理業務に従
事した事務局の職員

1 千円 1回　300円

災害対策業務手当

異常な自然現象又は大規模な事故に
より重大な災害が発生し、又は発生す
るおそれがある箇所又はその周辺にお
いて、災害対策本部の指揮監督の下
で屋外において行う巡回監視、警備、
応急作業又は応急作業のための災害
状況の調査に従事した職員

0 千円

従事した日１日につき700
円。
ただし、当該業務を日没時か
ら日出時までの間において
行った場合にあっては、350
円を加算

緊急呼出手当（１）
医師で、正規の勤務時間以外の時間
において救急患者等に対処するため
呼出しを受けて、業務に従事した者

810 千円 1回　5,000円

緊急呼出手当（２）

助産師、看護師、准看護師及び医療技
術者で、正規の勤務時間以外の時間
において救急患者等に対処するため
呼出しを受けて、業務に従事した職員

242 千円 1回　1,620円

人間ドック診断手当
医師で、人間ドックを受診した者に対し
て診断をした者

226 千円 1件　2,000円

ABC検診診断手当
医師で、ABC検診を受診した者に対し
て診断をした者

228 千円 1件　500円

麻酔科管理手当 麻酔科の医師で麻酔の処置をした者 2,280 千円
麻酔科管理症例１件につき

5,000円

画像診断手当
放射線科の医師で画像診断検査をし
た者

0 千円 1件　40円

特別診療手当
医師、助産師、看護師、准看護師及び
医療技術者で別に定める者

22,171 千円

1回　5,000円以内
（勤務時間外に緊急入院をさ
せた場合、医師に限る）

１回　81,000円以内
（診療のため病院内に待機し
た場合、医師に限る）

１回　13,900円以内
（診療のため病院内に待機し
た場合、医師以外）

訪問看護ステーションに勤務
する看護師及び准看護師が
自宅での待機命令を受けた
場合
１回　2,000円
（平日午後5時から翌日午前
8時30分までの時間における
待機）

1回　4,000円
（休日午前8時30分から翌日
午前8時30分までの時間に
おける待機）

透析業務手当
医療職給料表（１）の適用を受ける者で
休日に当番として透析に従事したもの
（宿日直勤務を命ぜられた者を除く。）

-
従事した日1日につき

20,000円

主な手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（令和６年度決算） 左記職員に対する支給単価
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和６年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

カ　その他の手当（令和７年４月１日現在）

(1)配偶者 3,000円

(2)子 11,500円

(3)父母等 6,500円

(4)16歳の年度初めから

22歳の年度末までの子

主な手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（令和６年度決算） 左記職員に対する支給単価

感染症防疫手当
新型のウイルスに起因する感染症に
対応するための業務に従事した職員

0 千円

従事した日1日につき4,000
円（検体採取に従事した場
合）

従事した日1日につき4,000
円（陽性患者の入院診療に
従事した場合）

従事した日1日につき2,000
円（感染の疑いのある患者
の入院診療に従事した場合）

従事した日1日につき1,000
円（感染の疑いのある患者
の事務的な対応に従事した
場合）

従事した日1日につき1,000
円（薬剤処方をした場合）

※行政職８級に相当する者　3,500円 18,053 千円 257,900 円

（令和６年度決算）

扶養手当 　　同じ -

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 266

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 55,287

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 272

支給実績
（令和６年度決算）

11,175 千円 272,561 円

最高支給限度額　　　28,000円

5,000円を加算

住居手当

借家居住者
（家賃に応じて支給）

同じ -

一般行政職
の制度との

異動

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給職員１人当たり
手　当　名 内容及び支給単価 平均支給年額

年末年始手当

12月31日及び1月1日から同月3日まで
の日に勤務を割り振られ、又は、勤務
を命じられ、所定の業務に従事した職
員

12月31日及び1月1日から同月3
日までの日に勤務を割り振られ、
又は、勤務を命じられ、所定の業
務に従事したとき

1,180 千円

従事した日1日につき5,000
円。ただし、勤務した時間が4
時間以下の場合には2,500
円

支 給 実 績 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 54,050
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管理職員
特別勤務手当

管理職員等が臨時又は緊急
の必要その他公務の運営の
必要により週休日等又は平日
の深夜に勤務した場合、勤務
１回につき支給

同じ - - -
部長級　　　　5,000～15,000円

室長級　　　　4,000～12,000円　　

課長級
副課長級　　　3,000～9,000円

849,782 円
室長 79,000 円

課長、主幹 69,000 円

副課長 51,000 円

管理職手当

部長 107,000 円

同じ - 46,738 千円

55ｷﾛ以上60ｷﾛ未満　29,800円

60ｷﾛ以上　　　　　　　31,600円

5ｷﾛ以上10ｷﾛ未満　　4,200円

10ｷﾛ以上15ｷﾛ未満　 7,100円

15ｷﾛ以上20ｷﾛ未満　10,000円

20ｷﾛ以上25ｷﾛ未満　12,900円

支給実績 支給職員１人当たり
手　当　名

45ｷﾛ以上50ｷﾛ未満　26,200円

25ｷﾛ以上30ｷﾛ未満　15,800円

通勤手当

（令和６年度決算）

同じ - 39,602 千円 185,056 円

最高支給限度額　　　150,000円

(2)自動車等利用者

2ｷﾛ未満　　　　　　　　　　　0円

2ｷﾛ以上5ｷﾛ未満　　　2,000円

50ｷﾛ以上55ｷﾛ未満　28,000円

内容及び支給単価

30ｷﾛ以上35ｷﾛ未満　18,700円

(1)交通機関等利用者

40ｷﾛ以上45ｷﾛ未満　24,400円

（令和６年度決算）

一般行政
職の制度と
異なる内容

35ｷﾛ以上40ｷﾛ未満　21,600円

平均支給年額
一般行政職
の制度との

異動
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